
質問及び回答

書類名 頁 内容

1 募集要項(案) 9
3-3（1）

1）
運営企業の業
務内容

設計企業・工事監理企業・建設企業・
維持管理企業・運営企業は必ず公募参
加グループに含むこととありますが、
運営企業の詳細の業務内容の記載がご
ざいません。業務内容は提案によるも
の、との認識でよろしいでしょうか。

お見込みのとおり、提案によ
るものとします。

2 募集要項(案) 4
2-1（6）
1）④

近隣対応

本施設の整備に係る近隣対応・対策業
務及び関連業務とありますが、周辺と
の事前の取り決めはございますでしょ
うか。

事業の説明を行っています
が、取り決めなどを実施した
場合は、必要な部分は随時お
知らせします。

3 様式集（案） 20 -
(2)提案書に記
入する金額

「消費税及び地方消費税相当額」とご
ざいますが、2016年4月、消費税10%へ
の引き上げという状況ですが、提案金
額は、消費税8%で算出して宜しいので
しょうか。

消費税は８％で算出をお願い
します。１０％に引き上げら
れた場合に生ずる追加負担に
ついては、税の引き上げ日以
降の維持管理費用に必要な税
率等を上乗せした金額を町が
SPCに支払うことになりま
す。

4 募集要項(案) 13 3‐9(1)
募集参加表明
及び資格審査
(1)提出書類

説明会時に、募集参加提出書類は
①履歴事項全部証明書
②決算書2期分
という補足説明がございましたが、募
集要項(案)に記載されていますア～エ
と上記①②の提出で間違いございませ
んでしょうか。
又、履歴事項全部証明書及び決算書
は、構成企業のみの提出書類というご
理解で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

5 要求水準書(案) 17 第5/4 ごみ置き場

ごみ置き場は提案に求むものと理解致
しますが、みやき町さんではダストＢ
ＯＸが町内に設置してございます。
今回の物件にもダストＢＯＸを支給し
て頂けるのでしょうか。

支給する方向で調整します。

6 要求水準書(案) 19 第6/7
維持管理・運
営に関する業
務

家賃・駐車場利用の徴収は、事業者が
町に代わって行うとございますが、合
併浄化槽使用料の徴収は含まれないの
でしょうか。

合併浄化槽使用料徴収も含み
ます。

質問に対する回答

質問内容
No 回答

質問項目



7 募集要項(案) 9 3/3
協力企業につ
いて

3-（1）-3）にて構成企業から協力企業
に再委託可となっておりますが、協力
企業より一部業務を別企業に再委託す
ることは可能でしょうか。
可能な際は、再々委託した企業も協力
企業とみなされ、3-（1）-7）の重複参
加不可に該当するのでしょうか。

例：
①維持管理構成企業→②維持管理協力
企業→③消防設備点検企業
③の立ち位置はどうなるのでしょう
か。
それとも①→③への委託となるので
しょうか。

協力企業による再々委託は想
定しておりません。維持管理
を行う構成企業が一部業務を
再委託する場合のみ認められ
ます。再委託された企業は協
力企業となり重複参加不可と
いうことになります。以上の
ことから、例示されておりま
す③の立ち位置としては①→
③への委託となります。

8 募集要項(案) 4 2/1/(6)
入居募集につ
いて

本物件の入居者募集業務において、協
力企業が町と媒介契約を直接結ぶこと
は可能でしょうか。
又、協力企業名での広告宣伝活動は可
能でしょうか。

媒介契約は可能です。協力企
業名での広告宣伝活動につい
ては、本事業に係るものであ
れば可能と考えます。

9 要求水準書(案) 5 2/(1)
事業計画地の
位置について

「みやき町大字市武894番地１他」とご
ざいますが、地籍図において、他の地
番を全てご指示頂けないでしょうか。

別添字図に対象地番に赤のア
ンダーラインを引いておりま
すのでご参照ください。

10 要求水準書(案) 6 2/(6) 本施設の概要

住宅棟については、59戸程度であれば1
棟または複数棟でも宜しいのでしょう
か。
又、建物を複数棟で計画した場合、階
数の条件はございますでしょうか。

前段の質問で、棟数について
は提案によるものとします。
後段の質問の階数について
は、建築基準法第56条による
道路又は隣地斜線制限内であ
れば階数の条件は特にありま
せん。

11 要求水準書(案) 6 2/(6)
建物の階数に
ついて

３階建てを計画した場合、ＥＶ無しで
も宜しいのでしょうか。
３階建ての場合、受水槽は必要でしょ
うか。
又、直圧でも宜しいのでしょうか。

前段の質問で、3階建てのエ
レベーターの有無は提案によ
るものとします。後段の質問
の受水槽については３階以上
については設置を義務付けら
れておりますが、３階建てに
限り直結直圧方式でも可能と
されています。詳しくは佐賀
東部水道企業団にお問い合わ
せください。

12 要求水準書(案) 18 第6/2
開発許可につ
いて

開発許可に伴い、敷地への附帯条件は
ございますでしょうか。

開発許可申請中であり、許可
の際に付帯条件が生じること
があれば、ホームページによ
り公表します。



13 要求水準書 16 第5/3
住宅設計の条
件　(8)浴室

今回、事業目的の中で子育て世帯を主
軸とあります。
住宅設計の条件の中で浴室のサイズが
1216型以上とございますが、子育てす
る家庭では1216型は狭く感じられま
す。
快適な住まい環境の創出であるなら
ば、もう少し広めに設定してもいいと
思いますが1216型以上という理解で宜
しいでしょうか。

提案によるものとします。

14 要求水準書 14 第5/2

本施設のコン
セプトを実現
するための条
件

③環境に配慮し、自然を活用した施設
整備の中で、太陽光・風力など再生可
能エネルギーの導入の検討することと
ございますが、現在、太陽光等の問題
などあり導入は厳しい状況であると思
われます。
もし、再生可能エネルギーを導入した
場合、入居者にメリット等はございま
すでしょうか。

入居者に対する負担軽減など
の直接的なメリットはありま
せんが、玄関、廊下等の共有
スペースの電力への利用及び
売電収入等による維持管理費
の軽減された額は家賃設定の
積算根拠に加味されることと
なります。

15 要求水準書 11 第4/4
給水引込管に
ついて

給水引込の本管はどのくらいでしょう
か。

接続している国道264号にφ
300ｍｍのDIP管が埋設してあ
ります。

16 要求水準書 18 第6/2
開発のリスク
について

農振が取れない場合は町のリスクと理
解しても宜しいでしょうか。

当該用地は農振農用地外で
す。

17 要求水準書 18 第6/2
開発造成につ
いて

予定地の現状では、土が必要と判断し
ます。土からの購入となるのでしょう
か。

予定地の造成については三養
基西部土地開発公社で実施し
ます。造成工事の進捗状況等
は、後日ホームページにより
公表します。

18 要求水準書 18 第6/2
開発申請につ
いて

開発申請は町の方で行って頂けるとの
事ですが、農振除外等の手続等の計
画、測量のスケジュールをご教示頂け
ないでしょうか。

当該用地は農振農用地外です
ので農振除外はありません。
農地転用許可は3月の予定で
す。

19 要求水準書(案) 14
第5/2/
（2）③

再生可能エネ
ルギーの導入

太陽光、風力など再生可能エネルギー
の導入検討とありますが、九州電力の
系統連系条件等が不確定となってお
り、事業収支を勘案する中で不確定要
素となりかねないことから、導入を見
送りとすることは特に問題ないでしょ
うか。

要求水準書では「再生可能エ
ネルギーの導入を検討するこ
と」としており、検討の結
果、導入を見送る場合であれ
ば問題ありません。



20 基本協定書(案) 1 第4条
株式の担保提
供

募集要綱（案）P22、4-1(2)でSPCの株
式譲渡、担保提供等に対する町の事前
の承認は、「但し、本事業に必要な資
金を融資する融資機関が担保権を設定
する場合は、除く」とありますが、基
本協定書４条（株式の譲渡等）にも適
用されますか。

適用されます。基本協定書第
4条に融資機関の担保権設定
除外規定を追加します。

21 要求水準書(案)
事業契約書(案) 21
第6/8/
（3）

業務報告書に
ついて

要求水準書（案）P21(3)維持管理・運
営時③に「町は3カ月に一度、事業者の
業務を報告書に基づき審査」とありま
すが、事業契約書（案）37条2項は「6
月ごとに業務報告書を作成」、47条1項
は「12が月ごとの測定および評価」と
なっていますが、共に3月ごととの理解
でよろしいでしょうか。

3月ごとに報告書を提出する
こととします。事業契約書第
37条第2項については「3月ご
と」に修正します。

22

募集要綱
（案）
事業契約書
（案）

(要)
16

(契)
14

3-10
（3）

金利リスクに
ついて

本施設の整備業務に係る対価は30年間
の割賦方式による元利均等支払で、基
準金利はテレレート17143ページの
LIBOR6か月ベース10年物金利スワップ
レートが適用されますが、事業期間は
30年間であり、10年毎に基準金利は見
直しが行われ、本施設の整備業務に係
る対価も10年毎に変更されるとの理解
でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。10年
毎の基準金利見直しによる
サービス対価の見直しについ
て事業契約書(案)に規定を追
加します。

23 要求水準書 13
第5/2/
（1）

住宅の杭につ
いて

第５　設計に関する条件
２．本施設の計画全体に関する条件
②住宅の杭については町が提示する近
隣のボーリングデータを参考に、必要
があれば事業契約後に事業者が自ら行
う地質調査に基づき適切に計画するも
のとする。
とありますが、近隣のボーリングデー
タと著しく違った場合、締結された事
業契約に対する契約変更があると考え
てよろしいのでしょうか？

ボーリングデータと著しく違
う場合は、リスク分担表「用
地瑕疵リスク」の「町の公表
資料から予見できない地質障
害等に関するもの」に該当
し、町のリスクとして契約変
更をすることになります。

24 要求水準書 5 第3/2
事業計画地の
位置について

事業用地に関する条件等　（１）立地
条件
事業計画地の位置：みやき町大字市武
894番地１他とありますが、他とはどの
番地を指すのでしょうか？

質問９のとおり、別添資料を
ご参照ください。

25 要求水準書 15 第5/3
改正省エネル
ギー法の等級
について

第５　設計に関する条件
３．住宅設計の条件
（4）省エネルギー対策等級の４以上に
相当する水準以上とすること。
とありますが、平成27年4月1日より施
行される改正省エネルギー法によると
何等級と考えればよろしいのでしょう
か？

改正省エネルギー法による断
熱等性能等級４とします。
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